
小ロット納品の優先受付により車両待機を抑制沖縄県
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►荷主企業：発荷主A（大手食品メーカー関連会社）、藩荷主B（卸業者）およびC（物流子会社）

0発荷主Aは酒類·飲料等を扱う大手食品メーカーの関係会社であり、当該食品メーカーの沖縄
県における元請運送事業者でもある。

0着荷主巳は沖縄県における主要卸売業者の一つであり、食品、酒類・飲料、雑貨等を幅広く販
売している。CはBの物流子会社であり、Bの庫内作業等を担っている。B社には直接物流を管

理する部署はないため、物流改善の主たる主体はCとなる。

►運送事業者：運送事業者ア、イ、ウ、エ（実運送）
04社はいずれも実運送事業者であり、元請として輸送している場合とCの下請運送事業者となっ

て実運送を担う場合とがある。
►荷種：食品、酒類・飲料、雑貨等
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小ロット納品の優先受付の実施について（食品・飲料関係）

平素よりお世話になっております。
さて当社では、厚生労働省が全国で実施しております「トラック運転者労働条
件改善事業（パイロット事業）」に参加しております。この事業では、ドライバ
ーの労働条件改善に資する取り組みを、実証的に実施することとしております。
当社では、トラック運送会社のご意見を踏まえて検討した結果、荷役の待機時
間を削減するため、「小ロット納品の優先的な荷受け」に取り組むこととしまし
た。詳細は以下に記しておりますので、以下をご参照のうえ、ご協力いただき
ますようお願い申し上げます。

記

実施期間：2016年1月19日（木）～1月25日（水）
対                   1 • 3への納品分）
進め方

• 2~ 3パレット以下の小ロット納品を対象とします。
・小ロット納品については、優先的に荷受け・荷卸しを行います。
ただし、全体の作棠状況を確認する必要がありますので、
荷卸しの前にまず、当社入荷担当者に確認してください。
当社入荷担当者より指示をさせて頂きます。
・状況によってお待ち頂くことがありますので、その場合はご了承
ください。

【小ロット優先荷卸しの概念図】

現場レベルでは小ロットの貨物を先に検品するなどの取扱を個

別に行っている場合があったが、これを書面により通知、取扱を

ルール化することで、より確実な待機抑制へ繋がった。
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①沖縄県の特性として、中小規模の地場食品メーカー等が多数存在すること、離島で
あり物流量が少ないこと等の理由により納品の過半は50ケース以下の納品で、数

ケースなどの小ロット納品も少なくない。

②現場レベルではお互いに融通しあっているものの、場合によってこうした小ロット納品
が1車満載のトラックの荷卸し待ちをしているケースもある。

①現場の意見を踏まえ、2パレット程度以下を「小ロット」と捉え、優先的に納品を受け付
けることとした。

②事業実施に先立ってチラシを作成し、期間中は現地で配布するなどして、実施方針・
方法をドライバー等に周知した。

③期間中は2パレット以下の納品については、他に待機車両があっても優先して検品を
行った。

①上記のような過程を踏まえた結果、早朝時間帯および昼休みなどの一部の時間帯を
除いて、実施期間中はあまり待機が発生せず小ロット貨物のスムースな荷卸しが出
来た。

②沖縄県の地理的特性のためか、小ロットの納品が非常に多いことから、小ロット納品
の待機を削減することは、地域特性にも合致した有効な施策であると考えられる。

①入荷データを分析することで今回の取り組み以外にも解決すべき課題について把握
することが出来た。

②従前は顔を合わせることが少なかった物流事業者との間で忌憚のない意見交換が出
来た。

③これにより運送事業者の考えていることや要望が把握しやすい環境が醸成された。

①ペーパーで管理していた納品実態をデータ化することで、入荷実態の見える化が出
来た。

②荷主企業、運送事業者で現場の問題点を共有化出来た。

③意見交換に基づいて荷主企業が物流子会社とともに問題点の洗い出し、解決に努め
た。
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